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別紙 

質 問 事 項 回 答 

１．入札金額内訳書は、基本料金と電力料

金の欄で構成されていますが、この他に別

途割引料金を適用して、電気料金を請求し

たいと考えております。入札金額内訳書に

割引額の欄を別途追加して提出してもよろ

しいでしょうか。 

内訳書に割引額の欄を別途追加することは

できません。また、契約書上でも別途割引

単価の設定はできません。 

２．総額の 108分の 100に相当する金額（入

札価格）を算定する場合の端数処理につい

て、以下の例示の算定方法でよろしいでし

ょうか。 

＜例＞税込み金額が 980円の場合、 

   ・980×100÷108＝907.40円≒908円

（小数点以下切り上げ：入札価格） 

908×0.08＝72円（消費税等相当額） 

908円＋72円＝980円（落札価格） 

了承します。 

・入札説明書 4（10）カ参照。 

・年間電気料金の内訳書（計算書）参照。 

３．落札した場合、契約保証金は免除でよ

ろしいでしょうか。 

千葉県財務規則第９９条の２第３項より、

地方自治令第１６７条５及び１１に規定す

る資格を有する者で、過去二年間に県、国

（公社及び公団を含む。）又は他の地方公共

団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約

を数回以上にわたって締結し、これらをす

べて誠実に履行し、かつ、契約を履行しな

いおそれがないと認められるとき、契約保

証金が免除されます。 

４．落札した場合、契約書や覚書について

協議させていただくことは可能でしょう

か。また、可能な場合、電気需給契約の内

容は多岐にわたるため、契約書にない細目

協議自体は可能です。また、契約書にない

細目的事項に関しては、旧一般電気事業者

の電気需給約款に依拠する形で問題ありま

せん。 
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的事項に関しては旧一般電気受業者の電気

需給約款に依拠する形で締結させていただ

くことは可能でしょうか。 

５．落札した場合、実際の料金算定にあた

っては、各月の実測力率により基本料金を

算定することとし、電力量料金については

当該月の燃料費調整単価による調整を行う

ことでよろしいでしょうか。 

了承します。 

６．落札した場合、支払期限日および遅延

利息に関して、それぞれ「乙への料金の支

払期限は乙の定める約款等の規定によるも

のとする。」「支払期日までに支払われない

場合には電気需給約款に定める延滞利息を

申し受ける」といった、契約条項に変更さ

せていただくことは可能でしょうか。 

了承します。 

７．平成 15年の消費税法改正により、平成

16年 4月から「消費税総額表示」が義務付

けられたため、契約単価および電気料金請

求時は税込み単価とすることでよろしいで

しょうか。 

了承します。 

８．検診の結果は Webによりお知らせする

ことになりますがよろしいでしょうか。 

了承します。 

９．仕様書５（５）に「電気使用量報告書

により報告を求める場合がある」との表記

がありますが、一般送配電事業者（東京電

力パワーグリッド株式会社）から提供され

る 30 分値データに欠損が生じる場合があ

り、提出データがすべて整わない場合があ

りますがよろしいでしょうか。 

了承します。 
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１０．供給者が他社へ切り替わる場合、ス

イッチングの手続きが必要となります。 

開札以降、すみやかに廃止申込および使用

申込手続きを行っていただきますようよろ

しくお願いいたします。 

了承します。 

１１．質問書を提出した場合、書面でご回

答いただけますでしょうか。また回答内容

を確認するために担当者さま宛てに電話す

ることは可能でしょうか。 

入札説明書 13 のとおり入札情報サービス

に掲載されているこの入札に関するページ

の「説明文書等」に掲載します。また、担

当者宛てに電話することは問題ありませ

ん。 

１２．開札結果は開札日にご担当者様より、

電話,メール等でご連絡いただけないでし

ょうか。 

その場合、全ての応札者名、応札価格、等

を教えていただくことは可能でしょうか。 

入札結果の公表は閲覧及びちば電子調達シ

ステムの入札情報サービスにて行います。 

１３．入札説明書および入札仕様書等に変

更や修正が生じた場合は、電話等にて連絡

をいただけますでしょうか。 

当該案件全ての入札参加者に文書等でお知

らせいたします。 

１４．落札した場合、契約協議は電話、メ

ール等での対応でよろしいでしょうか。 

入札説明書 9（2）に記載のとおり、契約の

相手方が遠隔地にある等特別の事情がある

ときは郵送等でも可能ですが、原則、契約

書の取りかわしは直接行います。 

１５．自家発補給電力の契約はございます

か。有の場合は契約電力（㎾）、使用月・未

使用月とその使用電力量をご教示いただけ

ればと存じます。 

ありません。 

１６．入札説明書５および８に関し、入札

保証金および契約保証金の要否について入

札書提出前に確認させていただくことは可

入札保証金については千葉県財務規則１０

７条第２号の規定に該当しない場合におい

ては競争参加資格確認通知後に通知いたし



参考印旛沼流域下水道花見川第二終末処理場で使用する電力に対する質問事項 

（平成３１年度版） 

4 

 

別紙 

能でしょうか。また、貴方における判定に

おいて追加のお手続き等はございますか。 

ます。 

契約保証金については同９９条２項３号に

該当しない場合は、落札決定通知後に通知

いたします。 

１７．仕様書４（２）アに関し、今回契約

開始にあたり契約電力の変更は行われます

のでしょうか。また契約期間中に契約電力

の変更予定はおありでしょうか。 

ありません。 

１８．仕様書４（５）に関し、「電気使用量

報告書（別紙２）」に代えて自社様式を使用

させていただくことは可能でしょうか。 

 なお、自社様式も列を月日、行を時間と

し、貴方様式と同様に３０分毎の電気使用

量および料金算定時間帯毎の電力量集計値

をご提供するものです。 

「電気使用量報告書（別紙２）」を使用して

下さい。 

１９．契約期間中に立替や増築、トランス

増量、受変電設備および引き込み位置の移

設・変更等、電力の契約に影響するような

工事予定がございましたら、対象施設と工

事内容を教えてください。 

予定はありません。 

２０．供給開始時に契約電力の変更がある

場合、契約電力変更に関する一般送配電事

業者への事前検討と、事前検討回答書の有

無を教えていただけますか。 

契約電力の変更はありません。 

２１．一般送配電事業者が値上げの際、契

約単価見直しについて協議に応じ頂けます

か。 

対応可能です。 

２２．請求書はＷＥＢからのダウンロード

でご対応いただけますか。 

了承します。 
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２３．検針結果は請求書の内訳をもって検

針票にかえさせていただいております。そ

の旨ご了承いただけますか。 

了承します。 

２４．毎月の受電月報（30分データ）の提

供は、WEB からのダウンロードのみとなり

ます旨ご了承いただけますか。 

了承します。 

２５．（計量日）条文を以下に変更または追

加を含めた協議に応じて頂くことは可能で

しょうか。『計量は毎月 1日午前０：００に

行う。』 

協議可能です。 

 

担当 印旛沼下水道事務所 

総務用地課 青木 

管理課 藤見 

Tel:043-279-1231 Fax:043-279-1888 


